
国立大学法人東京医科歯科大学職員の 

労働時間、休暇等に関する規則 

 

平成１６年 ４月 １日   

規 則 第 ４ ３ 号   

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則（平成１６年規程第２

号。以下「職員就業規則」という。）第３６条の規定に基づき、国立大学法人東京医科

歯科大学（以下「大学」という。）に労働する者の労働時間、休憩、休日及び休暇等に

関する事項を定めるものとする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規則は、大学に所属する職員のうち、再任用職員及び非常勤職員等を除く職

員について適用する。 

２ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第４１条第２号に定

める管理若しくは監督の地位にある職員は国立大学法人東京医科歯科大学管理職手当

支給細則（平成１８年制定）第２条の表に掲げる職の職務を行う職員（以下「管理監督

者」という。）とし、当該職員には第３条から第１３条まで及び第１４条並びに第２３

条（第３項を除く。）の規定は適用しない。 

３ 第１項に関わらず、職員就業規則第５条の２に規定するクロス・アポイントメン

ト制度により雇用される職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項のう

ち、他機関との協定書で個別に定める事項については協定書の定めを適用する。 

 

第２章 労働時間、休憩及び休日 

 

（所定労働時間） 

第３条 職員の１週間の所定労働時間は、学長が別に定める日を起算日とする４週間単位

の変形労働時間制によるものとし、平均して１週間当たり３８時間４５分以内とする。 

２ １日の所定労働時間は、７時間４５分とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、病院において診療業務に従事する変形労働制教員の１週

間の所定労働時間は、毎月１日を起算日とする、１か月単位の変形労働時間制とし、１か

月を平均して１週間当たり３８時間４５分以内とする。 

 

（始業及び終業の時刻） 

第４条 職員の労働の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。 

(1) 始業 午前８時３０分 

(2) 終業 午後５時１５分 

２ 業務の都合上必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、始業及び終業の

時刻を変更することがある。 

３ 次の各号のいずれかに該当する職員については第１項の規定にかかわらず、始業及び



終業の時刻を変更することができるものとする。 

 (1) 小学校就学前の子の養育を行う職員 

 (2) 国立大学法人東京医科歯科大学介護休業等規則（平成１６年規則第３４号）第４条

第１項に規定する要介護状態にある対象家族（以下「要介護者」という。）を介護する

職員 

４ 前項の始業及び終業の時刻の変更については、別に定める。 

 

（時差出勤） 

第４条の２ 前条の規定に関わらず、原則として、希望日の１ヶ月前までに職員から申出

があった場合に、業務の正常な運営に支障がないと認めるときは、始業及び終業の時刻

の前後１時間の範囲において、始業及び終業の時刻を３０分単位で変更することができ

るものとする。 

 

（休憩時間） 

第５条 職員の休憩時間は、午後０時から午後１時までとする。 

２ 業務の都合上必要があると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、休

憩時間の時間帯を変更することがある。 

 

（休日） 

第６条 職員の休日は次のとおりとする。 

 (1) 週休日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に規定する日を除く。） 

 (4) その他学長が指定した日 

２ 前項第１号の週休日は、土曜日及び日曜日し、法定休日は日曜日とする。 

３ 第１項第１号の週休日には、所定労働時間を割り振らないものとする。ただし、法定

休日（労基法第３５条の休日をいう。以下同じ。）を除く週休日については、１日の所

定労働時間の一部を割り振る場合がある。 

４ 職員は、第１項第２号から第４号までの休日には、特に労働を命ぜられる者を除き、

所定労働時間においても労働することを要しない。 

 

（特別の形態によって労働する必要のある職員） 

第７条 業務の都合上、特別の形態によって労働する必要のある職員については、第３条

第２項及び第４条から前条までの規定にかかわらず、１日の所定労働時間、始業及び終

業の時刻、休憩時間並びに週休日を別に定める。 

 

（裁量労働制） 

第８条 業務の性質上必要があると認められる職員については、みなし労働時間によるこ

とがある。 

２ 前項のみなし労働時間に必要な事項については、労基法第３８条の３に定める労使協

定の締結、又は労基法第３８条の４に定める労使委員会の決議によるものとする。 

 

（事業場外の労働） 

第９条 職員が、出張その他大学の職務を帯びて大学外で労働する場合であって、労働時

間を算定しがたいときは、所定労働時間を労働したものとみなす。ただし、当該業務を



遂行するために、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、

当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 

 

（時間外・深夜・休日労働） 

第１０条 業務のため、臨時又は緊急の必要がある場合は、第３条から第８条までの規定

にかかわらず、所定労働時間を超える労働又は所定休日における労働を命ずることがあ

る。この場合において、法定労働時間（労基法第３２条から第３２条の４までの労働時

間をいう。以下同じ。）を超える労働又は法定休日における労働については、本学は職

員の過半数を代表する者と労基法第３６条第１項の時間外及び休日の労働に関する協

定を締結し、これを、あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。 

２ ３歳に満たない子の養育又は要介護者の介護を行う職員が、当該子を養育又は当該要

介護者を介護するために請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定

労働時間を超えて労働させてはならない。 

３ 小学校就学前の子の養育又は要介護者の介護を行う職員が、当該子を養育又は当該要

介護者を介護するために請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、１月

について２４時間、１年について１５０時間を超えて法定時間外労働（法定労働時間を

超える労働をいう。）をさせてはならない。この場合、１月については一の月の初日か

ら末日をいい、１年については第１項後段の協定の有効期間をいう。 

４ 小学校就学前の子の養育又は要介護者の介護を行う職員であって、次の各号のいずれ

にも該当しない者が、当該子を養育又は当該要介護者を介護するために請求したときは、

事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後１０時から午前５時までの間（以下「深夜」

という。）において労働させてはならない。 

(1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を養育することができる当該子の

又は当該要介護者を介護することができる当該要介護者の１６歳以上の同居の家族

が次のいずれにも該当する場合における当該職員 

イ 深夜において就業していない者（深夜における就業日数が１月について３日以下

の者を含む。）であること 

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子養育又は対象家

族を介護することが困難な状態にある者でないこと 

ハ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定であるか又

は産後８週間を経過しない者でないこと 

(2) 所定労働時間の全部が深夜にある職員 

 

（時間外労働の休憩） 

第１１条 第７条に規定する特別の形態によって労働する必要のある職員のうち休憩時間

が１時間未満の者に対して、前条第１項の規定により時間外労働を命じる場合に、１日

の労働時間が８時間を超えるときは、１時間の休憩時間を労働時間の途中に置くものと

する。 

 

（災害時の労働） 

第１２条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、

その必要の限度において、所定労働時間を超える労働又は所定休日における労働を命ず

ることがある。 

２ 前項の場合において、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働について

は、労基法第３３条第１項に定める必要な手続きを行うものとする。 



 

（休日の振替及び代休） 

第１３条 第６条及び第７条に規定する休日に労働することを命じた場合の振替及び代休

については、別に定める。 

 
（管理監督者の代休） 

第１３条の２ 管理監督者に対して、第６条及び第７条に規定する休日に労働を命じた場

合は、当該日の翌日から４週間以内に代休を与えることができる。 
 

第３章 宿日直労働 

 

（宿日直） 

第１４条 職員は、所定労働時間以外の時間及び第６条及び第７条に規定する休日に、宿

直又は日直の労働で断続的な業務（以下「宿日直労働」という。）を命ぜられることが

ある。 

２ 宿日直労働の取扱いについては、「国立大学法人東京医科歯科大学の宿日直勤務に関す

る細則」による。 

 

第４章 休暇等 

 

（休暇の種類） 

第１５条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。 

２ 前項の休暇は、有給とする。ただし、別に定める場合は、この限りではない。 

 

（年次有給休暇） 

第１６条 年次有給休暇は、一の年度（４月１日から翌年の３月３１日までの一年度をい

う。以下同じ。）における休暇とし、その日数は、労基法第３９条第１項及び第２項の

規定にかかわらず、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に掲げる日数とし、当該年度の初日又は雇用の日に付与する。 
 (1) 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員  ２３日 

 (2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において、新たに職員とな

る職員  その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第１の日数欄に掲げる日

数 

(3) 当該年度の前年度において大学以外の別に定める機関に在職していた者であって

引き続き当該年度に新たに職員となったものその他別に定める職員   

当該大学以外の機関における在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に

相当する休暇の残日数等を考慮し、４６日を超えない範囲内で別に定める日数 

２ 本学の非常勤職員等を退職後、引き続き職員となった場合、退職前の年次有給休暇の

残日数を引き継ぐものとする。 

３ 前項により退職前の年次有給休暇の残日数を引き継いだ職員のうち、次に掲げる職員

については第１項第２号の年次有給休暇を付与しない。 
 (1) 本学の非常勤職員等在職時の４月１日に年次有給休暇を付与された職員 

(2) 本学の非常勤職員等在職時の１０月１日に年次有給休暇を付与された職員のうち、

１０月２日から３月３１日に新たに職員となる職員 
４ 削除 



５ 次項及び第７項における「全労働日」とは第６条及び第７条に規定する休日、正当な

労働争議によって就労しなかった日、不可抗力による休業日、使用者側に起因する経

営・管理上の障害による休業日、労働しないことの承認を受けた期間及び就業を禁止さ

れた日を除く全ての労働日とする。 
６ 出勤日数の算定にあたっては、年次有給休暇、特別休暇、生理休暇、業務上傷病によ

る病気休暇、職員就業規則第１４条第１項第２号並びに第３号に定める休職期間、業務

上傷病による休職期間、育児休業期間、介護休業期間、配偶者同行休業期間及び前年度

途中に新たに職員となった職員の、職員となった日の前日までの期間の全労働日は、こ

れを出勤したものとみなして取扱うものとする。 
７ 本学の非常勤職員を退職後、引き続き職員となった場合の第５項から前項までの適用

については、非常勤職員としての全労働日及び出勤日数を、それぞれ職員としての全労

働日及び出勤日数とみなして取り扱うものとする。 
８ 職員就業規則第５条の２に規定するクロス・アポイントメント制度により雇用される

職員に対する第１項の適用については、同項各号に定める日数に、当該職員の大学にお

ける業務の従事割合を乗じた日数（その日数に１日未満の端数が生じたときは、これを

１日に切り上げた日数。）とする。 
 

（年次有給休暇の繰り越し） 

第１７条 年次有給休暇（この条の規定により繰り越されたものを除く。）は２３日を超え

ない範囲内の残日数(１日未満の端数があるときは、これを含めた残日数)を 限度として、

当該年度の翌年度に繰り越すことができる。 

 

（年次有給休暇の時季変更権等） 

第１８条 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、請求され

た時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営に支障が生ずると認めた場合

には、他の時季に与えることがある。 

２ 年次有給休暇の一部について、労基法第３９条第６項の規定に基づく労使協定の定め

るところにより、年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合には、これにより

年次有給休暇を与える。 

３ 第１６条の規定に基づき年次有給休暇が１０日以上付与された職員に対し、付与され

た年次有給休暇のうち５日について、当該年度の年次有給休暇の付与日から１年以内に、

当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得さ

せることができる。ただし、職員が自ら時季指定して年次有給休暇を取得した場合及び

第１９条第１項に基づき半日単位で取得した場合においては、当該取得日数分を５日か

ら控除するものとする。 

 

（年次有給休暇の付与単位） 

第１９条 年次有給休暇の単位は、１日又は半日とする。ただし、年次有給休暇の一部に

ついて、労基法第３９条第４項の規定に基づく労使協定の定めるところにより、１時間

を単位とすることができる。 
２ １時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、８時間をもって

１日とする。 

 

（病気休暇） 

第２０条 病気休暇は、職員が次に掲げる事由のいずれかに該当するため療養する必要が



あり、その労働しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期

間は、療養のため労働しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とす

る。 

(1) 次号以下に掲げる以外の場合で負傷し又は疾病にかかった場合 

 (2) 生理日の就業が著しく困難な場合 

  (3) 職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にか

かった場合 

 (4)国立大学法人東京医科歯科大学における心の健康問題により休業した職員の職場復

帰支援に関する要項（平成２１年制定）に基づく産業医の意見による勤務の軽減措置

を受けることとなった場合 

２ 前項第１号に定める場合における病気休暇（以下「一般病気休暇」という。）の期間は、

同項第２号から第４号の事由による病気休暇を使用した日その他別に定める日（以下

「除外日」という。）を除き、連続して次の各号に定める日数（以下「限度日数」とい

う。）を超えることはできない。 

（1）在職期間が５年未満の職員 ３０日 

（2）在職期間が５年以上１０年未満の職員 ６０日 

 （3）在職期間が１０年以上の職員 ９０日 

３ 一般病気休暇の末日の翌日から２年に達する日までの間（以下「同一通算期間」とい

う。）に同一の病因により、再度の一般病気休暇を使用した場合は、当該再度の一般病

気休暇の期間と直前の同一の病因による一般病気休暇の期間は連続しているものとみ

なす。 

４ 一般病気休暇を取得し、当該一般病気休暇の同一通算期間に、同一の病因により、一

般病気休職（職員就業規則第１４条１項第１号に定める事由による休職をいう。以下同

じ。）となる場合は、当該再度の一般病気休職の復職日を当該病因に係る同一通算期間

の新たな起算日とする。 

５ 複数の同一通算期間中に１日の所定労働時間のすべてを欠勤した場合については、当

該欠勤の翌日を全ての同一通算期間の新たな起算日とする。 

６ 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の労働しない日は、第

２項から前項までの規則の適用については、一般病気休暇を使用した日とみなす。 

７ 同一通算期間にある週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の労働しない日

（以下、本項において「週休日等」という。）に、引き続いて、当該同一通算期間と同

一の病因により一般病気休暇を使用する場合の週休日等は、直後の一般病気休暇と連続

して一般病気休暇を取得したものとみなす。 

８ 第１５条第２項の規定にかかわらず、第１項第４号の事由により勤務の軽減措置を開

始した日から１００日を経過した後も引き続き同様の措置を受ける場合は、無給とする。 

９ 本条第１項第１号に定める一般病気休暇については、職員就業規則第８条第１項前段

に定める採用の場合の試用期間中の職員には適用しない。 

 

（特別休暇） 

第２１条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別な事由

により職員が労働しないことが相当であるとして別に定める場合における休暇とし、そ

の期間は事由ごとに別に定める期間とする。 

 

（病気休暇及び特別休暇の付与単位） 

第２２条 病気休暇の単位は、必要に応じて１日、１時間又は１分とする。ただし、一般



病気休暇の期間の計算については、１日以外を単位とする一般病気休暇を使用した日は、

１日を単位とする一般病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。 

２ 特別休暇の単位等は、別に定める。 

 

（時間外労働代替休暇） 
第２２条の２ 給与規則第２３条第２項の規定により時間外労働手当を支給すべき職員に

対して、当該時間外労働手当の一部（給与規則第２３条第２項の規定により、同条第１

項に定める割合より割増しされた割合部分に相当する手当をいう。）の支給に代わる措

置の対象となるべき休暇（以下「時間外労働代替休暇」という。）を次項に規定する期

間内にある所定労働日に与えることができる。 
２ 前項の規定に基づき時間外労働代替休暇（同項に規定する時間外労働代替休暇をいう。

以下同じ。）を与えることができる期間は、給与規則第２３条第２項に規定する６０時

間を超えて労働した全時間に係る月（次項において「６０時間超過月」という。）の末

日の翌日から同日を起算日とする２月後の日までの期間とする。 
３ 時間外労働代替休暇を与える場合には、前項に規定する期間内にある所定労働日に割

り振られた所定労働時間のうち、時間外労働代替休暇を与えようとする時間外労働手当

の支給に係る６０時間超過月における給与規則第２３条第２項の規定の適用を受ける

時間（以下この項において「６０時間超過時間」という。）の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める時間数の時間を与えるものとする。 
(1) 給与規則第２３条第１項第１号に規定する労働にかかる時間 

当該時間に該当する６０時間超過時間の時間数に１００分の２５を乗じて得た時間

数 
(2) 給与規則第２３条第１項第２号に規定する労働にかかる時間 

当該時間に該当する６０時間超過時間の時間数に１００分の１５を乗じて得た時間

数 
４ 前項の場合において、時間外労働代替休暇は、半日又は１日（年次有給休暇の時間に

連続して時間外労働代替休暇を与える場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間

数と当該時間外労働代替休暇を合計した時間数が半日又は１日となる時間）を単位とし

て与えるものとする。 
５ 職員があらかじめ時間外労働代替休暇を希望しない旨申し出た場合には、時間外労働

代替休暇を与えないものとする。 
６ 時間外労働代替休暇を与えられた職員は、当該時間外労働代替休暇には、所定労働時

間においても労働することを要しない。 
７ 前６項に定めるもののほか時間外労働代替休暇に関し必要な事項については、労基法

第３７条第３項に定める労使協定によるものとする。 

 

（労働しないことの承認等） 

第２３条 職員は、休憩時間、休日又は休暇のほか、別に定めるところにより、一定の期

間につき労働しないことの承認を受けることができる。 

２ 前項の期間の単位は、必要に応じて１日、１時間又は１分とする。 

３ 国立大学法人東京医科歯科大学職員安全衛生管理規則（平成１６年規則第４７号）第

３７条第１項各号（就業を禁止しなければならない者）に該当すると認められる職員は、

その旨を速やかに届出るものとする。 

 

第５章 雑  則 



 

（労働時間の管理の方法） 

第２４条 職員の労働時間の管理の方法については、別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に一般職の職員の勤務時間、休

暇に関する法律（平成６年法律第３３号）の適用を受けていた職員が、引き続き職員と

なった場合における年次有給休暇の残日数、病気休暇及び特別休暇の取得日数について

は、施行日においてこれを継承するものとする。 

   附 則（平成１７年３月１１日規則第１３号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年１１月３０日規則第２４号） 

この規則は、平成１７年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年１２月２１日規則第２９号） 

この規則は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２９日規則第５号） 抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年４月２０日規則第８号） 

この規則は、平成１９年４月２０日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第２５号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２２年３月２３日規則第３０号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、改正後の規則別表第１中スチ

ューデントセンターについては、平成２１年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２２年３月２３日規則第３２号） 
１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行日以前に付与された年次有給休暇の繰り越しについては、改正後の第

１７条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、１日未満の端数があるとき

は、これを含めた残日数を繰り越すものとする。 
３ この規則の改正後の規則別表第１中スチューデントセンターについては、平成２１年

１０月１日から適用する。 

附 則（平成２２年６月３０日規則第５２号） 

この規則は、平成２２年６月３０日から施行する。 

附 則 （平成２３年３月３１日規則第２８号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行し、改正後の第２０条の規定は、施行日以

後に使用した病気休暇について適用する。 

２ この規則の施行日前から引き続き改正後の第２０条第１項第４号に該当する病気休暇

を使用している場合の病気休暇の取扱いは、前項の規定にかかわらず、当該病気休暇使

用開始日より改正後の第２０条第１２項の規定を適用する。 

附 則（平成２５年３月２２日規則第３２号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第２３号） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



２ 前項の規定にかかわらず、改正後の第１６条の規定については、平成２７年４月１日

から適用する。 

３ 改正前の国立大学法人東京医科歯科大学職員の労働時間、休暇等に関する規則（平成

２５年規則第３２号。以下この項において「改正前規則」という。）第２０条第１項第

１号により取得した休暇に対する第２０条各項の適用については改正前規則第２０条

第３項に定める病休等通算判定期間を経過するまでの間は、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年９月３０日規則第１０５号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日規則第１０５号） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行日前から引き続く、採用による試用期間中の者についての改正後の第

９条の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年１月１１日規則第３号） 

 この規則は、平成２９年１月１１日から施行し、平成２９年１月１日から適用する。 

附 則（平成３１年３月２６日規則第４３号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月２４日規則第６４号） 

この規則は、令和元年８月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月１３日規則第１０１号） 

この規則は、令和元年９月１３日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年２月１日規則第３号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月７日規則第２５号） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 変形労働期間の変更に伴い、病院において診療業務に従事する変形労働制教員の４週

間単位の変形労働時間制の変形期間は令和５年３月１１日までとし、令和５年３月１２

日から令和５年３月３１日を新たな変形労働時間制の変形期間として定める。この期間

の所定労働時間は平均して１週間当たり３８時間４５分以内とする。 



別表第１（第１６条） 

在 職 期 間 日  数 

１月に達するまでの期間 ５日 

１月を超え２月に達するまでの期間 ６日 

２月を超え３月に達するまでの期間 ８日 

３月を超え４月に達するまでの期間 １０日 

４月を超え５月に達するまでの期間 １１日 

５月を超え６月に達するまでの期間 １３日 

６月を超え７月に達するまでの期間 １５日 

７月を超え８月に達するまでの期間 １６日 

８月を超え９月に達するまでの期間 １８日 

９月を超え 10 月に達するまでの期間 ２０日 

10 月を超え 11 月に達するまでの期間 ２１日 

11 月を超え１年未満までの期間 ２３日 

 


